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第１章 

 はじめに 
 

 

 

 

 



第１章 はじめに 

人吉球磨地域ではこれまで、平成２２年度に地域公共交通総合連携計画を、平成２７年度には

地域公共交通網形成計画を策定し、持続可能で利便性の高い地域公共交通網の形成に向けた施策

に取り組んできました。 

現在、令和２年からの新型コロナウイルス感染拡大による影響、また令和２年７月豪雨による鉄道路

線の甚大な被害により、地域公共交通を取り巻く環境や地域公共交通網が大きく変化しています。このよ

うな状況と令和２年１１月の地域公共交通活性化再生法の改正を踏まえ、人吉・球磨地域公共交

通計画を策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:「令和 2 年 7 月豪雨による九州の観光・交通分野の被災状況」九州運輸局（令和 2 年 7 月 17 日） 

  



計画の区域は、人吉球磨地域の 1 市 4 町 5 村とします。 

※人吉市、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町 

 

 

 

 

 

 

計画の期間は、令和 4 年 4 月から令和 9 年 3 月までの 5 年間とします。 

なお、今後の社会情勢の変化や地域公共交通を取り巻く環境の変化等を踏まえ、適宜、本計画の検

証及び見直しを行います。 

 

  



 

本計画は、第 2 次人吉球磨定住自立圏共生ビジョン、各市町村の総合計画やまち・ひと・しごと創生

総合戦略、さらには令和 2 年 7 月からの豪雨災害からの復興計画を上位計画に、各市町村のまちづくり

や観光、教育、福祉などの関連計画との整合を図りつつ策定します。 

さらには、各市町村で策定されている、もしくは今後改正・策定予定の地域公共交通に関する計画との

整合も図ります。 

 

上位計画 

整合 

人吉・球磨地域公共交通計画 

（令和 4 年度～令和 8 年度） その他関連計画 

連携 

連携 

第 2 次人吉球磨定住自立圏共生ビジョン（令和 2 年度～令和６年度） 

各市町村の総合計画 

各市町村のまち・ひと・しごと創生総合戦略 

令和 2 年 7 月豪雨災害からの復興計画:人吉市復興計画（第 1 期）、球磨村復興計画など 

人吉・球磨地域公共交通網形成計画

（平成 29 年度～令和 3 年度） 

各市町村の交通計画 

（策定済、今後改正・策定予定） 

・人吉市地域公共交通計画 

・その他町村の交通計画 

整合 

改正 

・くま川鉄道に係る⾧期的な運行の確保に関

する計画 

・人吉球磨豪雨被災地観光復興戦略 

・各市町村のまちづくり、観光、教育、福祉な

どに関する計画 

熊本県地域公共交通計画 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 

 人吉球磨地域の現状等 
 

 

 

 



第２章 人吉球磨地域の現状等 

第２次人吉球磨定住自立圏共生ビジョン 

令和２年度～令和６年度 

【将来像】 
圏域市町村が様々な分野で相互に連携・協力することで、各自治体が共存共栄しながら、

将来にわたって安心して暮らし続けられるよう具体的な取組を進め、人口減少及び高齢化率

上昇の抑制を目指す。 
 
【政策】 

１ 生活機能の強化に係る政策分野 
２ 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 
３ 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 

 
【取組事項】 

(1) 圏域における効果的で持続可能な交通施策の推進 
(2) 鉄道の確保・維持 
(3) バス路線の確保・維持（球磨村は除く） 
(4) コミュニティバス等の確保・維持（湯前町と相良村は除く） 
(5) 人吉・球磨地域公共交通活性化協議会の開催 
 

【具体的な事業】 
人吉球磨地域 
公共交通活性化事業 
圏域住民の通学、通

勤、通院、買い物等の交

通手段となっている地

域間を跨ぐ鉄道やバス

路線等、また、それに接

続する各市町村のコミ

ュニティバスや乗合タ

クシー等について、人吉

球磨の自治体及び交通

事業者等、関連団体で組

織する人吉・球磨地域公

共交通活性化協議会に

おいて、地域間で連携し

た交通体系づくりを進

めていくことで、利用者

の利便性の維持・向上に

努める。 

 



人吉市 錦町 多良木町 湯前町 水上村 
第６次 

人吉市総合計画 
第６次 

錦町総合計画 
第 5 次多良木町総

合開発計画 
第６次 

湯前町総合計画 
第５次 

水上村総合計画 

令和２年度～ 
令和９年度 

令和２年度～ 
令和９年度 

平成 22 年度～ 
令和３年度 

令和３年度～ 
令和９年度 

平成 27 年度～ 
令和７年度 

【まちづくりの理念】 
みんなが幸せを感
じるまち。ずっと住
み続けたいまち。ひ
とよし 
 

【将来都市像】 
～新たな価値の創
造次なる挑戦へ～ 
未来協創都市ひと
よし 
 

【公共交通に関する 
内容】 

戦略５ 
（2）地域公共交通ﾈｯ

ﾄﾜｰｸの充実 
本市の住民はも

とより、球磨郡９町
村の住民、さらには
観光客の移動手段
として、バスや乗合
タクシーの見直し
を行い、利便性の向
上を図る。 
 また、くま川鉄道
においては、定期利
用者のほか、観光客
の利用促進に努め
ていただくととも
に、路線の維持につ
いて市町村で連携
して支援に取り組
む。 
 
◇主要な事務事業 
・くま川鉄道 利用
促進事業 

・くま川鉄道 鉄道
施設等維持管理
事業 

・路線バス・地域内
交通（人吉市予約
型乗合タクシー
等）の路線見直
し・再編事業 

【将来都市像】 
人の和を大切にし 
老いても安心して
暮らせる町 若人
に夢と希望が持て
る町 
 

【政策方針】 
〇ひと 

ひとが集い暮ら
しやすい町 

〇しごと 
ひとが安心して
働ける町 

〇まち 
ひとが夢・希望・
誇りを持てる町 

 
【公共交通に関する 

内容】 
基本政策８ 
まちの基盤整備対
策 
①道路等の整備 
・くま川鉄道各駅
の周辺整備 

③公共交通の整備 
・乗合タクシーの
充実 

・タクシー呼出専
用電話の設置 

・高齢者の移動手
段の確保・支援 

【基本目標】 
健康で、明るく、住
みよい、誇りの持て
るまちづくり 
 

【施策の大綱】 
Ⅰ．地域力の向上 
Ⅱ．産業力の向上 
Ⅲ．低重力の向上 
 

【公共交通に関する 
内容】 

Ⅱ.地域力の向上 
（1）活力ある産業
づくり（商業の振
興） 

・公共交通機関の
整備により、外出
しやすい環境を整
えるなど、買い物
弱者へのサポート
を図るとともに、
農商工連携を推進
し、地元で生産さ
れた農林産物を活
用した商品の開発
を行い、多良木町
の新しい特産品と
して位置付け、多
良木町のブランド
化を目指す。 

 
Ⅲ.定住力の向上 
（1）暮らしやすい
環境づくり 

・交通や地域産業
を支える道路の整
備、交通弱者対策
としての公共交通
の整備、快適な生
活を支える上下水
道の整備、さらに
「心の豊かさ」を
実感でき、安全で
安心して暮らせる
生活環境の整備な
ど、生活者の視点
で推進する。 

【将来像】 
「マイ ホームタ
ウン ゆのまえ」 
～人と自然と歴史
が調和し、未来を創
造する町～ 
 

【基本目標】 
〇命を守る安心安
全のまちづくり 

〇次世代につなぐ
持続可能な産業
づくり 

〇ずっと住み続け
られる安らぎの
住環境づくり 

〇ささえ愛で心温
まる福祉づくり 

〇地域をつなぐ人
づくり 

〇みんなで描き育
むまちづくり 

 
【公共交通に関する 

内容】 
第３章 
 第２節 
 交通体系の整備 
・産業の発展と町
民福祉の向上を
目指し、一般道路
や農道の整備の
推進や長寿命化
での維持修繕費
（ライフサイク
ルコスト）縮減に
努める。 

・また持続可能な
地域公共交通体
系の構築を図る。 

 
◇施策 
①国道・県道の整
備促進 

②町道の整備・補
修 

③農道の整備・補
修 

④交通体系の充実 
 

【テーマ】 
人と自然が輝く未
来へ 
 

【施策の大網】 
第 1 節 豊かな自
然と共存する村
づくり 

第 2 節 健康でい
きいきと暮らせ
る村づくり 

第 3 節 交流の持
続と地域活性化
の推進 

第 4 節 活力ある
産業の振興 

第 5 節 ふるさと
に親しみ、人と地
域をはぐくむ教
育 

第 6 節 高度情報
化社会に応じた
環境整備 

第 7 節 村民と行
政の協働による
村づくり 
 

【公共交通に関する 
内容】 

第１章 豊かな自
然と共生する村
づくり 
第３節 安全で快
適な居住環境づく
り 
３ 地域のモビ

リティ確保 
 
◇具体的施策 
１ 調査検討委員

会の設置 
２ 路線バス・鉄

道運行の維持 
３ 交通弱者の移

動手段 
 
第６章 高度情報
化社会に応じた
環境整備 
第１節 道路交通
体系の整備 
１ 道路 

 
◇具体的施策 
４ バス・鉄道運

行の維持 

  



相良村 五木村 山江村 球磨村 あさぎり町 

第６次 
相良村総合計画 

ふるさと五木村 
づくり計画 

第６次 
山江村総合振興計

画 

第６次 
球磨村総合計画 

第２次 
あさぎり町総合計

画 
（実施計画） 

令和元年度～ 
令和 10 年度 

令和元年度～ 
令和５年度 

令和元年度～ 
令和 10 年度 

令和元年度～ 
令和 10 年度 

令和元年度～ 
令和３年度 

【コンセプト】 
10 年後への贈り物

となる総合計画 
 

【基本構想】 
〇ブランド力のあ

る村 
〇川辺川の魅力が

広がる村 
〇子どもの未来を

地域で育てる村 
〇安心・安全な生活

を支える村 
〇高齢者がいつま

でも現役の村 
〇豊かさが循環す

る村 
 

【公共交通に関する 
内容】 

基本計画（暮らし） 
４ 公共交通 

 
◇事業の内容 
・乗合タクシーな

どの地域公共交

通運行 
・産交バスとの連

携、乗り継ぎの利

便性向上 
・スクールバス運

行の充実 
・免許返納者対策 
・IT などの新技術

の応用 
・集落による見守

り送迎の体制づ

くり 
 

【めざす姿】 
村民ひとりひとり

の見える姿を利点

と捉え、活き活きと

暮らせる『ひかり輝

く五木村』 
 
◇実現のための施

策 
＜ソフト事業＞ 
(1)観光・物産振興 
 ①観光振興 

 ②物産振興 
(2)林業振興 

①五木産材のブ

ランド化 

②林業従事者の

雇用確保と人

材育成 

③森林管理 
(3)商工業振興 
(4)移住・定住の促進 

①移住・定住の促

進 

②住宅等の確保 

 
＜ハード事業＞ 
 生活環境のさら

なる向上のため道

路ネットワーク整

備や住宅建設等、残

された事業に継続

して取り組む。 

【将来像】 
ひと×資源×暮ら
し つながる 
活力・魅力生まれる 
山江村 
 

【基本目標】 
１ 産業「人と資源

を活かし、活力
を生む」むらづ
くり 

２ 生活基盤「誰も
が安全で、快適
に過ごすこと
ができる」むら
づくり 

３ 自然環境「人と
自然が共生す
る」むらづくり 

４ 健康・福祉「誰
もが心身健康
に暮らせる」む
らづくり 

５ 教育・文化「未
来を拓き、輝く
人材を育む」む
らづくり 

６ 行政「村民との
協働による持
続可能な」むら
づくり 

 
【公共交通に関する 

内容】 
第２章 生活基盤 
基本目標 2-5 
生活交通手段の
確保・充実 
 

◇課題に対するチ
ャレンジ 
①村内外交通手段
の確保と充実 

②交通空白地等の
対策 

 
◇役割・使命 

・まるおか号の
利便性向上 

・交通弱者に対
する支援 

 

【将来像】 
豊かな心と美しい
水と緑が輝く 
酸素ちょっと濃い
めの生き活き山村 
くまむら 
 

【基本目標】 
１ 共助のむらづ

くり 
２ 農林業の振興

と観光資源の
活用 

３ 安心、安全な暮
らしの環境づ
くり 

４ 健康・長寿のむ
らづくり 

５ 子どもは村の
宝 

 
【公共交通に関する 

内容】 
施策の大網２ 
 交通基盤の整備 
(2)公共交通網の充
実 
・人吉・球磨地域の
広域的な取り組
みも併せた総合
的な公共交通対
策の充実 

・交通弱者の利便
性の向上を図る、
コミュニティバ
スの運行 

・福祉有償運送事
業の利用促進 

・JR の効率的な運
行について、継続
的に要望を行う 

 
◇関連する個別計
画 

・過疎地域自立促
進計画 

・人吉球磨定住自
立圏共生ビジョ
ン 

・山村振興計画 
・まち･ひと･しご
と創生総合戦略 

・人吉･球磨地域公
共交通網形成計
画 

 

【将来像】 
若いまち 豊かなま

ち そして、幸せ感

じる「あさぎり町」 
 

【基本目標】 
（1）幸せ感じる就

業空間の構築 
（2）幸せ感じる生

活空間の構築 
（3）幸せ感じる交 

流空間の構築 
 

【公共交通に関する 
内容】 

基本目標（2） 
第２節 快適な生

活環境づ

くり 
◇主要施策 

快適な交通体系、

河川環境の整備 
⑤公共交通機能の

利便性の向上 

・地方バス運行

等特別対策補

助事業 
・くま川鉄道経

営安定化補助

事業 
・地域公共交通

各種協議会負

担金 
・乗合タクシー

運送事業 
 

  



人吉市 錦町 多良木町 湯前町 水上村 
第 2 次 

人吉市まち･ひと･
しごと創生総合戦

略 

にしき・まち・ひ
と・しごと創生総

合戦略 
多良木町総合戦略 第二期湯前町 

総合戦略 

第２期 
水上村まち･ひと･
しごと創生総合戦

略 

令和２年度～ 
令和５年度 

平成 27 年度～ 
平成 31 年度 

平成 27 年度～ 
令和３年度 

令和２年度～ 
令和６年度 

令和２年度～ 
令和６年度 

【基本目標】 
１ 稼ぐ地域をつ
くるとともに、安
心して働けるよ
うにする 
①地域企業の生産
性革命の実現 

②農林水産業の成
長産業化 

③「海外から稼ぐ」
地域の実現 

④地域の魅力のブ
ランド化の推進 

⑤新たなビジネス
モデルを生み出
す創業の活性化
と円滑な事業承
継 

⑥専門人材の確
保・育成 

⑦働きやすい魅力
的な就業環境と
多様な働き方の
実現 

２ つながりを築
き、本市への新し
いひとの流れを
つくる 
①地方移住の推進 
②若者の地元修
学・就業の促進 

③「関係人口」の創
出・拡大 

④本市への資金の
流れの創出・拡
大 

３ 結婚・出産・子
育ての希望をか
なえる 
①結婚･出産･子育
ての支援 

②仕事と子育て両
立 

４ ひとが集う、安
心して暮らすこ
とができる魅力
的な地域をつく
る 
①魅力的な生活圏
の形成 

②地域間連携によ
る魅力的な地域
圏の形成 

③地域資源を活か
した個性あふれ
る地域の形成 

【基本目標】 
①錦町における安

定した雇用を創

出する 
②錦町への新しい

ひとの流れをつ

くる 
③若い世代の結婚･

出産･子育ての希

望をかなえる 
④時代に合ったま

ちをつくり、安心

な暮らしを守る

とともに、地域と

地域を連携する 
 

【公共交通に関する 
内容】 

基本目標④ 
（ア）暮らしの場と

しての機能強化 
○交通弱者のため

の交通手段の確

保 
・平成 21 年度より

実施している「乗

合タクシー事業」

を拡大し、住民の

生活利便性の向

上を図る。具体的

には、既存路線の

延長のほか、新規

路線（買物用路

線、病院路線）の

開設等による買

物利便性、通院利

便性向上を実施。 

【基本目標】 
１ 多良木町を支え

る安定した雇用

を創出する 
２ 多良木町への新

しい人の流れを

作る 
３ 多良木町での結

婚・出産・子育て

の希望をかなえ

る 
４ 多良木町で安心

して暮らせる地

域づくり 
 

【公共交通に関する 
内容】 

（４）多良木町で安
心して暮らせる地
域づくり 

■高齢者の安全安
心な生活 

・交通手段の確保支
援事業 

 
 交通手段を持たな

い高齢者や障害者
の方が安心して多
良木町に住み続け
られるよう、移動
手段の確保や買い
物支援策の検討を
行い、制度化を目
指します。 

 

【基本目標】 
１ 力強い産業とし

ごと創生 
２ 誇れる・選ばれ

るまち創生 
３ 未来を担う若い

世代の希望創生 
 

【施策の新たな視点】 
①地域の産業成長

の強化 
②新しい時代の流

れへの対応 
③地方創生のため

の人材育成と地

域共生社会の実

現 
④SDGs の理念に

沿った地方創生

の推進 
 

【施策】 
基本目標１ 
・地域産業力向上

のための支援 
・安定した雇用の

創出のための支

援 
基本目標２ 
・魅力づくりと発

信 
・移住･定住の促進 
・安全･安心で快適

な住みよいまち

づくり 
基本目標３ 
・子どもを安心し

て生み育てられ

る環境の整備 
・湯前ならではの

特色ある教育の

展開 
 

【基本目標】 
Ⅰ 水上村に安定

した雇用を創
出する 

Ⅱ 水上村への新
しいひとの流
れをつくる 

Ⅲ 水上村に住む
若い世代の結
婚･出産･子育
ての希望をか
なえる 

Ⅳ 時代にあった
地域をつくり、
水上村の安心
なくらしを守
る 

 
【横断的な目標】 
Ⅰ 新しい時代の

流れへの対応 
Ⅱ 多様な人材の

活躍を推進す
る 

 
【公共交通に関する 

内容】 
６ 実現に向けた

施策 
＜取組みの方向性＞ 
「高度情報化社会
に応じた環境整備」 
１ 道路交通体系
の整備 

④バス・鉄道運行の
維持 

・村民生活に密着
したバス路線の
確保を継続。 

・くま川鉄道の維
持存続を図るた
め、多方面からの
利用促進に努め
る。 

  



相良村 五木村 山江村 球磨村 あさぎり町 

第２期相良村まち･
ひと･しごと創生総

合戦略 

五木村まち・ひ
と・しごと創生総

合戦略 2020 

第２期山江村まち･
ひと･しごと創生総

合戦略 

第２期球磨村まち･
ひと･しごと創生総

合戦略 

第２期あさぎり町 
まち･ひと･しごと
創生総合戦略 

令和２年度～ 
令和６年度 

令和２年度～ 
令和６年度 

令和２年度～ 
令和６年度 

令和２年度～ 
令和６年度 

令和２年度～ 
令和６年度 

【基本目標】 
１ 安定した雇用

を創出する 
２ 新たな人の流

れをつくる 
３ 若い世代の結

婚・出産・子育

ての希望をか

なえる 
４ 時代にあった

地域をつくり、

安心な暮らし

を守る 
 

【公共交通に関する 
内容】 

４－２ 快適な生

活環境の

整備 
○高齢者や子ども

の移動手段の確

保を図るため、住

民のニーズにあ

った路線バス及

びスクー ルバス

の運行を確保す

る。 
○交通空白地域の

居住者などをは

じめとする交通

弱者への移動手

段確保支援事業

である予約運行

型乗合タクシー

については、移動

状況などのニー

ズを把握・検討

し、利用促進を図

る。 
 
 

【基本目標】 
１ 五木村の発展

を支える産業
と、魅力ある雇
用を創出する 

２ 五木村への人
の流れを創る
とともに、人材
の流出を抑制
する 

３ 村民の結婚・出
産・子育ての希
望を実現する 

４ 村民が誇りを
持ち安心して
暮らし続けら
れる地域を創
る 

 
【取組みの方向性】 
〇経済の活性化（雇
用の拡大と所得
の向上） 

〇生活環境の整備
（安心して住み
続けられるむら
づくり） 

〇人の活性化（村の
振興を支える人
材育成） 

 
【公共交通に関する 

内容】 
６ 実現に向けた
施策 

（2）生活環境の整
備 
◆公共交通網の整
備による村民の
移動手段の確保 

・高齢化が進む中、
通勤、買い物、病
院など、村民の暮
らしの中で移動
手段を確保する
ことが必要であ
り、村内の各集落
の生活ニーズに
即した交通網を
整備していく。 

・さらには、村中心
部への機能が集
約された状態で
も住み慣れた環
境で安心して暮
らし続けられる
よう、ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ
運行のﾈｯﾄﾜｰｸ構
築に取り組む。 

【基本目標】 
１ むらの活力に

つながる雇用

づくり 
２ 移住・定住の促

進 
３ 結婚･出産・子

育ての希望を

かなえ、笑顔の

たえないむら

づくり 
４ 安心な暮らし

を実現するむ

らづくり 
 

【公共交通に関する 
内容】 

第５章 具体的な

施策の展開 
4-2 住んでよかっ

た、住み続け

たいと思える

むらづくり 
〇村内を運行する

乗り合いバス「ま

るおか号」の利便

性を高めるため、

運行ルートの見

直しを随時行う。 

【基本目標】 
(1) 地域資源を活か

した「しごと」
づくり 

(2) 移住・定住の促
進による「ひ
と」の流れづく
り 

(3) 高齢者に幸福
感・若い世代に
希望を与える
「むら」づくり 

 
【公共交通に関する 

内容】 
２ 第２期総合戦

略の推進の方
策 

(3) 高齢者に幸福
感・若い世代に
希望を与える
「むら」づくり 

③高齢者の生活の
質・幸福感を高め
る 

・65 歳以上の高齢
者が球磨村で暮
らしていく上で、
生活の質・幸福感
が高まるような
施策を講じる。 

・一例として、前期
高齢者には希望
する人たちに対
して、年金収入に
プラスαになる
就業機会の斡旋・
提供に努め生活
の質の向上を図
る。 

・後期高齢者には
村での暮らしを
維持でき、幸福感
を感じつづけら
れるような生活
上の利便性を確
保する。 

 
 

【目指す方向】 
地方創生の流れに
乗り「活力あるま
ち・ひと・しごと」
を実現する 
→人とお金と幸福
感を都会からあ
さぎり町へ呼び
込む 

 
【基本方針】 
①第１期総合戦略
の継続 

②新たな視点を踏
まえた戦略の追
加 

 
【基本目標】 
１ 人口減少を和

らげる（若者が
活躍するまち） 

２ 新しい時代の
流れを力にす
る（豊かなま
ち） 

３ 全ての町民が
生きがいを感
じ、安心安全で
豊かな生活を
送れる （幸せ
感じるまち） 

 
【公共交通に関する 

内容】 
５．具体的な施策と

重要業績評価
指標 

＜基本目標３＞ 
①公共インフラの
整備 

 
◇具体的な事業 
・国道沿いの歩道
整備事業 

・町道の整備事業 
・自転車道整備事
業 

・デマンド交通の
利用促進 

・公共施設のユニ
バーサルデザイ
ン化 

 



人吉市 相良村 山江村 球磨村 
人吉市復興計画 
（第１期） 相良村復興計画 山江村復興計画 球磨村復興計画 

令和２年度～ 
令和９年度 

令和２年度～ 
令和６年度 

令和３年度～ 
令和 12 年度 

令和２年度～ 
令和 10 年度 

【復興の将来像 
（復興ビジョン）】 

～希望ある復興を目指
して～ 
球磨川と共に創る みん
なが安心して住み続け
られるまち 
 

【復興の基本方針】 
（１）安全・安心な地域

づくりに向けた復
興 

（２）未来への希望につ
ながる復興 

（３）市民一丸となって
取り組む復興 

 
【復興に向けての３つの柱】 
①被災者のくらし再建
とコミュニティの再
生 

②力強い地域経済の再
生 
③災害に負けないまち
づくり 

 
【公共交通に関する 

内容】 
第４章 ① 
３ 暮らしを支える生

活基盤等の復旧 
（２）公共交通機関の復

旧 
①甚大な被害を受けた

くま川鉄道や JR 肥
薩線は地域の生活を
支え、観光路線とし
て重要な交通インフ
ラであることから、
代替手段を確保する
とともに早期の全線
復旧・復興を目指し、
国、県、沿線自治体、
関係機関と連携しな
がら再生に取り組
む。 

②応急仮設住宅への入
居等、被災に伴う転
居の実態を踏まえ、
バス路線の見直しや
日常生活における移
動手段の確保に関係
機関と取り組む。 

③持続可能で利便性が
高く、災害にも強い
公共交通の在り方に
ついて関係機関と検
討を行い、より良い
地域公共交通網の整
備に取り組む。 

【基本理念】 
未来につなげるむらづ
くり 
 

【基本方針】 
１ 安心安全なすまい

の確保 
２ 災害に強いむらづ

くり 
３ 地域産業の再生 
 

【公共交通に関する 
内容】 

５．復興に向けた主要な
施策・ロードマップ 

施策１ 安心して暮らせ
る住環境の整備 

カ.交通手段（公共交
通機関）の確保 

＜主な取組み＞ 
●くま川鉄道について
は、同社と熊本県や
地元自治体 10 市町
村でつくる「くま川
鉄道再生協議会」が
令和 2年 12月に発足
し、運転再開に向け
た協議を始めてお
り、全線の早期復旧
に向けて、国・県・地
元自治体等と連携し
て支援します。 

●JR 肥薩線について
は、国に対して財政
支援を働きかける
等、早期復旧に向け
て支援します。 

●復興併せて、地域の
基幹的な交通手段の
一つである路線バス
については、利便性
向上や運行形態の見
直しに向けて、人吉
球磨圏域での地域公
共交通網形成計画の
見直し（再編）を行
い、被災者の交通手
段確保に努めます。 

●村事業として実施す
る乗合タクシーの活
用等、被災者に寄り
添った支援を実施し
ます。 

【基本理念】 
「鎮山親水（ちんさんしんすい）」 
自然との共生意識や畏
敬の念を持ち、自然と親
しむと同時に怖さを知
り、自然との関わり方を
見直す。人と自然の調
和。 
 

【基本方針】 
（１）生活インフラ・住

まいの再興 
（２）道路・河川・農地・

森林の強靱化 
（３）より安全な暮ら

し・持続可能な山
江村の次世代への
継承 

 
【村の将来像】 
『未来へ みんなでつな
ぐ  自己治癒力の高い 
むらづくり』 

〇山を活かす村 
〇イエを活かす村 
〇江を活かす村 

 
【公共交通に関する 

内容】 
第４章 復旧・復興に向

けた取組み 
２ 行政が主体となっ

た取組み【復旧期】 
（11）公共交通機関の再

開 
・今回の災害で、橋梁流
出や車両の浸水など
甚大な被害を受けた
第三セクター「くま川
鉄道」は、沿線の高校
に通う学生に欠かせ
ないものであり、くま
川鉄道の全線復旧に
向け、「くま川鉄道再
生協議会」の構成市町
村として取り組む。 

 
 
 
 

【基本理念】 
災害に強く、豊かな地域
資源を後世に継承し、住
民が安全に安心して住
み続けられる山里「球磨
村」の復興 
 

【基本目標】 
①：村民の生活再建 
②：村を支える産業の再

生と新たな雇用の
創出 

③：災害に強く、安全に
安心して暮らせる
新たな球磨村の創
造 

 
【取組みの方向性】 
１．【くらし】 

被災者の生活再建 
２．【きずな】 

地域コミュニティの
再生と脱炭素のむら
づくり 

３．【にぎわい】 
球磨川と共生する村
の自然を活かした観
光むらづくり 

４．【なりわい】 
山の暮らしと農林業・
商工業の生業（なりわ
い）再生 

５．【そなえ】 
災害に強いむらづく
りに向けた復旧と備
え 

 
【公共交通に関する 

内容】 
５－２ 復興に向けた
取組み方針 
１．【くらし】 

被災者の生活再建 
1-5 日常生活や移動等

生活環境の早期復
旧と利便性向上 

①交通環境の早期復旧 
・ＪＲ肥薩線・くま川
鉄道の早期復旧 

・利便性の高いコミュ
ニティバスへの見直
し 

 
 



人吉市 相良村 多良木町 水上村 
人吉市地域 

公共交通網形成計画 
相良村地域 

公共交通再編計画 
多良木町地域 
公共交通計画 

水上村地域 
公共交通網形成計画 

平成 29 年度～ 
 令和 4 年度 

平成 30 年度～ 
 令和４年度 

平成 30 年度～ 
 令和４年度 

平成 29 年度～ 
 令和４年度 

【目指すべき将来都市像】 
自然と相良文化が輝く 
美しき千年都市ひとよし 

【計画の目標】 
目標①：持続可能な地域公共交通

網の形成 
目標②：拠点の創出及び交通結節

機能の強化 
目標③：地域公共交通の利便性向

上 
目標④：新たなﾀｰｹﾞｯﾄの発掘 
目標⑤：地域公共交通に関する新

たな仕組みづくり 

【目標達成のための施策・事業】 
《地域公共交通網》 

①幹線系統を対象とした路線
バスの再編 

②支線系統を対象とした路線バ
ス等の再編 

《拠点等》 
①拠点の創出 
②拠点における乗換情報等の
設置・充実 

③接続ダイヤの調整、運行ダイヤ
の見直し 

④乗り継ぎ運賃割引制度の導入 
⑤共通定期券の導入 
⑥人吉 IC 利用者に対する

P&BR 駐車場の確保 
《情報提供》 

①地域公共交通利用ガイドの
作成 

②観光施設と連携した公共交
通リーフレットの作成 

③観光利用促進に向けた情報
発信 

④鉄道、路線バス、乗合タクシ
ー等の一元的な公共交通マ
ップの作成 

《利用促進》 
①事業所や学校等を対象とし
たﾓﾋﾞﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの実施 

②小学生を対象としたバス乗
り方教室の実施 

③高齢者を対象とした地域公
共交通乗り方教室の実施 

④2 日間（3 日間）のﾌﾘｰﾊﾟｽ等
の検討 

⑤観光周遊ルート(定期観光バ
ス)の検討 

⑥高齢者運転免許証自主返納
制度の推進 

⑦市街地部におけるﾚﾝﾀｻｲｸﾙの導
入 

《地域公共交通の仕組み等》 
①公共交通ｻﾎﾟｰﾀｰ制度の導入 
②地域イベントと連携した公
共交通利用促進キャンペー
ンの実施 

③地域公共交通導入に関する
指針作成 

④地域公共交通だよりの継続
発行 

【目指す姿】 
路線バスを幹線と

して、路線バスへの接
続や村内の主要な目
的地までのアクセス
を強化し、交通空白地
域居住者などの交通
弱者に対して誰もが
地域公共交通を利用
して移動できる姿を
目指す。 

 
【導入する交通ﾓｰﾄﾞ】 

予約型乗合タクシー 
 
【運行形態】 

区域運行 
 
【運行エリア】 

・四浦エリア 
・川辺エリア 
・深水・柳瀬エリア 

 
【運行日数】 
●エリアごとに週２日 
※対象日が祝日の場
合も運行 
四浦：月曜日、水曜日 
川辺：月曜日、金曜日 
深水・柳瀬： 

水曜日、金曜日 
 
【運行便数】 
●往路１便/日 

復路 2 便/日 
※深水・柳瀬について
は往路２便/日、復路
３便/ 

 
【その他の施策】 
（１）拠点施設におけ
る待合環境・停留所
等の整備 

（２）地域公共交通の
利用促進策 

 
 
 

【基本方針】 
住み慣れた地域で
生活し続けるため
に、町民の移動手段
を維持し続けるこ
とができる公共交
通 
 

【基本目標】 
１ 維持し続ける
ことができる公
共交通 

今後ますます進
展する高齢者人口
の増加は、自ら運転
できない人が増え
ることにつながり
ます。高齢のため自
家用車から他の交
通手段への移行を
検討する際、地域公
共交通が維持・運行
されている必要が
あります。 
 
２ 安心・安全な生
活を支える公共
交通 

昨今、高齢者によ
る交通事故が多発
しています。高齢者
の交通事故防止の
観点から、高齢者の
運転免許証の返納
を促進するととも
に移動手段として
乗合タクシーをは
じめとした公共交
通への利用促進を
図ります。 

 
３ 交通結節点の
強化と地域公共
交通の利用促進 

交通結節点の環
境整備により乗合
タクシーと鉄道や
路線バス（幹線交
通）との接続強化と
乗合タクシーをは
じめとした地域公
共交通の利用促進
を図ります。 
 

【地域公共交通が果たすべ
き役割】 
①高齢者等をはじめとす
る交通弱者など村民の
日常生活を支える移動
手段 

②観光客など、村内外の活
発な交流促進を支える
移動手段 

【計画の目標】 
目標①：持続可能な地域公

共交通体系の構築 
目標②：拠点の創出及び交

通結節機能の強化 
目標③：地域公共交通空白

地の解消 
目標④：地域公共交通の利

便性向上 
目標⑤：地域公共交通に関

する新たな仕組み
づくり 

【目標達成のための施策・事業】 
《地域公共交通網》 
①幹線系統を対象とした
路線バスの再編 

②支線系統を対象とした
路線バスの再編 

《拠点等》 
①拠点の創出 
②拠点における乗換情報
等の設置・充実 

③接続ダイヤの調整、運行
ダイヤの見直し 

④乗り継ぎ運賃割引制度
の導入 

⑤共通定期券の導入 
《情報提供》 
①観光施設と連携した公
共交通ﾘｰﾌﾚｯﾄの作成 

②観光利用促進に向けた情
報発信 

③鉄道、路線バス、乗合タ
クシー等の一元的な公
共交通マップの作成 

《利用促進》 
①事業所や学校等を対象
としたモビリティマネ
ジメントの実施 

②日帰りバスパックの企
画・作成 

③高齢者運転免許証自主
返納制度の推進 

④宿泊施設等と連携した
企画乗車券の企画・作成 

《地域公共交通の仕組み
等》 
①公共交通サポーター制度
の導入 

②地域イベントと連携し
た公共交通利用促進キ
ャンペーンの実施 

③地域公共交通だよりの継
続発行 



人吉市 錦町 多良木町 湯前町 水上村 
人吉市いきいき高齢
プラン(第 8 期人吉市
介護保険事業計画・
高齢者福祉計画) 

第８期 
錦町高齢者福祉計画 
・介護保険事業計画 

多良木町老人福祉
計画・介護保険事
業計画（第 8 期） 

湯前町高齢者福祉
計画・第 8 期介護

保険事業計画 

第８期水上村高齢
者福祉計画・介護
保険事業計画 

令和３年度～ 
令和５年度 

令和３年度～ 
令和５年度 

令和３年度～ 
令和５年度 

令和３年度～ 
令和５年度 

令和３年度～ 
令和５年度 

【重点目標】 
高齢者が健やかに
いきいきと 地域で
支え合いながら 
安心して住み続け
られるまちへ向け
た 地域包括ケアシ
ステムの深化 
 

【基本目標】 
１ 高齢者主役の
地域包括ケアシ
ステムの深化 

２ 高齢者のあり
たい姿を実現す
るための生活支
援、介護予防の推
進 

３ 生きがいのあ
る安心安全な暮
らしの実現 

４ 介護保険制度
の適正な運営 

５ 災害や感染症
に負けないまち
づくり 

 
【公共交通に関する 

内容】 
第４章 施策の推進 
３ 生きがいのあ

る安心安全な
暮らしの実現 

（３）住まい等にお
ける生活環境改
善の推進 
②移動できる手
段の検討 

・移動手段の確保
による生活環境
改善 

・生活支援体制整
備事業の生活支
援コーディネー
ターなどと連携
し、ニーズ、地域
資源の活用状況
等の把握、移動支
援を検討 

・公共交通と支え
合いによる移動
支援の連動を目
指し、移動支援サ
ービス（訪問型サ
ービス D 等）に取
り組む意向のあ
る団体、事業者に
対し、情報提供、
支援 

【基本理念】 
「どぎゃんな」 
「だんだんなぁ」 
やさしいまちづくり 
 

【基本目標】 
１ 生涯現役社会
の実現と自立支
援、健康づくりの
推進 

２ 認知症になっ
ても安心して暮
らせる体制の構
築 

３ 在宅でも安心
して暮らせるた
めの医療と介護
の連携・在宅医療
基盤の充実 

４ 住民の希望、地
域の実情に応じ
た多様な住まい・
サービス基盤の
整備・活用 

５ 多様な介護人
材の確保・定着や
介護サービスの
質の確保・向上 

 
【公共交通に関する 

内容】 
第１章 高齢者施

策の推進 
第４節－３ 
 高齢者等の移動
手段の確保 

（１）高齢者の外出
を支援する公共
交通施策の推進 

 
◇事業の内容 
①高齢者タクシー
助成事業 

②錦町乗り合いタ
クシー事業 

【めざす姿】 
高齢者が生きがい
を持って生活し、社
会の一員として活
躍できる たらぎま
ち 
 

【基本理念】 
●高齢者の生き方
の尊重・尊厳の保
持 

●高齢者の自立支
援・社会参加の促
進 

●医療・介護の一体
的な提供 

●高齢者を地域全
体で支える環境
づくり 

 
【基本目標】 
１ 生涯現役社会
の実現 

２ 自立支援の推
進と重度化防止
の推進 

３ 認知症施策の
推進 

４ 在宅医療と介
護の連携推進 

５ 多様な住まい・
サービス基盤の
整備 

６ 介護人材の確
保と介護サービ
スの質の向上 

７ 災害や感染症
への対応 

 
【公共交通に関する 

内容】 
第４章 施策の展開 
基本目標５ 
（２）高齢者等の移
動手段の確保 

 
◇主な取り組み 
①公共交通の維
持・確保 

②移動手段の確保
のための支援 

【基本理念】 
ささえ愛で心温ま
る福祉づくり 
 

【キャッチフレー
ズ】 
みんなで支え合う 
安心できるまち 
 

【基本目標】 
１ いきいきと暮
らすこがでるま
ち 

２ 安心して暮ら
すことができる
まち 

３ 安全に暮らす
ことができるま
ち 

４ 住み続けるこ
とができるまち 

５支えあいの体制
ができるまち 

 
【公共交通に関する 

内容】 
第４章 計画の基
本目標及び施策の
展開 
基本目標４ 
１ 移動手段の確保 
（１）高齢者等の移

動支援 
・福祉タクシー利
用助成事業 

 
◇事業の内容 
重度心身障がい

者(児)及びタクシー
以外の交通手段の
確保が困難な高齢
者に対するタクシ
ー利用料金助成制
度の適正利用のた
めの実態把握に努
めるとともに、より
安価に利用できる
よう生活支援サー
ビスによる送迎サ
ービスの創出など
を検討します。 

【全体目標】 
地域包括ケアシス
テムの強化 
～高齢者が尊厳を
保ちながら暮ら
し続けることが
できる地域社会
の実現～ 

 
【基本目標】 
１ 高齢者の社会
参加の促進と生
きがい創出 

２ 健康寿命の延
伸と介護予防の
推進 

３ 認知症予防と 
認知症に対する
支援体制の充実 

４ 在宅サービス
の基盤と在宅サ
ポート体制の強
化 

５ 安心を支える
介護人材の確保
と介護サービス
の質の向上 

 
【公共交通に関する 

内容】 
第４章 地域包括

ケアの強
化に向け
た取組 

基本目標３ 
◆主な取組 
（３）高齢者の移動
手段の確保 
①福祉部局・交通
部局  等関係者
の連携強化 

②高齢者等タクシ
ー利用助成事業
の充実 

③移動支援サービ
スの情報提供 



相良村 五木村 山江村 球磨村 あさぎり町 

相良村高齢者福祉
計画及び第 8 期介
護保険事業計画 

五木村高齢者福祉
計画及び第 8 期介
護保険事業計画 

山江村第 8 期高齢
者福祉計画及び介
護保険事業計画 

第 8 期 球磨村高齢
者福祉計画及び介
護保険事業計画 

あさぎり町高齢者
福祉計画及び第 8
期介護保険事業計

画 
令和３年度～ 
令和５年度 

令和３年度～ 
令和５年度 

令和３年度～ 
令和５年度 

令和３年度～ 
令和５年度 

令和３年度～ 
令和５年度 

【めざす姿】 
高齢者になっても

住み慣れた地域で

暮らし続けられる

地域社会を構築し、

高齢者が健康で生

きがいを持って安

心して暮らせるむ

らづくり 
 

【基本目標】 
１ 生涯現役社会

の実現と自立支

援の充実 
２ 認知症施策の

推進 
３ 在宅医療と介

護の連携推進 
４ 多様な住まい・

サービス基盤の

整備 
５ 介護人材の確

保とサービスの

質の向上 
６ 災害や感染症

への対応 
 

【公共交通に関する 
内容】 

第４章 施策の展開 
基本目標４  
（２）高齢者等の移

動手段の確保 
 
◇具体的な取り組み 
①福祉部局・交通

部局等関係者の

連携強化 
②公共交通サービ

スの充実 
③移動支援サービ

スの情報提供 

【基本理念】 
いつまでも地域と

共に自分らしく生

きられる村 
 

【基本目標】 
１ 健やかで生き

がいのある暮ら

しを実現できる

むらづくり 
２ 安心して在宅

生活を送ること

ができるむらづ

くり 
３ 介護や支援が

必要な人に適切

なサービスを提

供できるむらづ

くり 
 

【公共交通に関する 
内容】 

各論 
第２章 安心して

在宅生活を送る

ことができるむ

らづくり 
第２節 安全・安心

な暮らしを支え

るむらづくり 
２．高齢者の移動手

段の確保 
・コミュニティバ

ス（スクールバ

ス）の運行 
・診療所通院タク

シー料金助成事

業 
・福祉タクシー料

金助成事業 
・リフト付き福祉

車両貸出事業 
・電動カート貸出

事業 

【基本理念】 
誰もが住み慣れた
地域で心身健康に
暮らせる たっし
ゃかむら山江 
 

【基本方針】 
１ 高齢者のいき
がい・健康づくり
と社会参加の促
進 

２ 介護予 防施策 
の充実と推進 

３ 認知症の予防
と共生（認知症に
なっても安心し
て暮らせる体制
の構築 

４ 住み慣れた地
域で生活するた
めの環境づくり 

５ 在宅医療・介護
連携の強化 

６ 高齢者 虐待の
防止 

７ 地域包括支援
センターの機能
と保険者機能の
強化 

８ 多様な介護人
材の確保・定着や
介護サービスの
質の確保・向上 

 
【公共交通に関する 

内容】 
各論 
第４章 住み慣れ
た地域で生活す
るための環境づ
くり 

第２節 高齢者の
安全な住まいと
移動手段の確保 

４．高齢者の移動手
段の確保 

「まるおか号」の停
留所や便数につい
て定期的な見直し
を行い、交通弱者へ
の交通手段の確保・
充実を図るととも
に、広報 紙やケー
ブルテレビなどで
運行方法の周知を
行う。 
 
◇高齢者福祉事業
の提供 
・外出支援ｻｰﾋﾞｽ 

【基本理念】 
健康・長寿生き活き

山村 くまむら 
 

【基本目標】 
１ 生涯現役社会

の実と自立支援、

健康づくり推進 
２ 認知症になっ

ても安心して暮

らせる体制づく

り 
３ 安心して暮ら

せるための医療

と介護の連携・充

実 
４ 地域の実情に

応じた多様なサ

ービスの充実 
５ 介護保険制度

の円滑な運営 
６ 災害や感染症

への対応 
 

【公共交通に関する 
内容】 

第４章 施策の展開 
基本目標４ 
（２）高齢者等の移

動手段の確保 
 
◇主な取組 
①福祉部局・交通

部局等関係者の

連携強化 
②福祉有償運送事

業の充実 
③移動支援サービ

スの情報提供 

【基本理念】 
みんなが、地域の
人々とふれあいな
がら、いきいきと安
心して暮らすこと
が出来る 
 

【基本目標】 
１ 生涯現役社会
の実現と自⽴支
援、健康づくりの
推進 

２ 認知症の発症
を遅らせ、認知症
になっても安心
して暮らせる体
制の整備 

３ 在宅でも安心
して暮らせるた
めの医療と介護
の連携・在宅医療
基盤の充実 

４ 住民の希望、地
域の実情に応じ
た多様な住まい・
サービス基盤の
整備・活用 

５ 多様な介護人
材の確保・定着や
介護サービスの
質の確保・向上 

 
【公共交通に関する 

内容】 
各論 
第４章 住民の希
望、地域の実情に
応じた多様な住
まい・サービス基
盤の整備・活用 

第５節 高齢者の
移動手段の確保 

１．デマンド交通事
業の推進 

・令和元年 10月よ
りデマンド交通
へ切り替え（ほ
のぼの号） 

・他の公共交通機
関との乗り継
ぎ・併用の工夫
について案内・
周知を行うな
ど、より多くの
利用が促進され
るよう見直しを
図っていく 



人吉市 球磨村 多良木町 湯前町 水上村 
人吉市 

復興まちづくり計
画 

球磨村復興まちづ
くり計画 

多良木町過疎地域
持続的発展計画 

湯前町過疎地域持
続的発展計画 

水上村過疎地域持
続的発展計画 

令和３年度～ 
 令和９年度 

平成 29 年度～ 
 令和８年度 

令和３年度～ 
 令和７年度 

令和３年度～ 
 令和７年度 

令和３年度～ 
 令和７年度 

【復興の将来像】 
～希望ある復興を
目指して～ 
球磨川と共に創る 
みんなが安心して
住み続けられるま
ち 
 

【復興の基本方針】 
（１）安全・安心な
地域づくりに向
けた復興 

（２）未来への希望
につながる復興 

（３）市民一丸とな
って取り組む復
興 

 
【復興に向けての３
つの柱】 
○被災者のくらし
再建とコミュニ
ティの再生 

○力強い地域経済
の再生 

○災害に負けない
まちづくり 

 
【復興まちづくりの
視点】 
１ 暮らしを支え
る住まいの再建 

２ 地域を支える
コミュニティの
再生 

３ 持続可能な地
域経済の再生 

４ 都市活動を支
える土地利用の
実現 

５ 防災性の高い
建て方の誘導 

６ 命を守る避難
方法の見直し 

 
【公共交通に関する 

内容】 
第４章 重点地区
における復興ま
ちづくり計画 

２－②青井地区 
（２）課題解決のた
めの取組 

 
◇具体の取組 
・公共交通による
アクセス性の向
上 

・災害時に活躍す
る公共交通の体
制構築 

【基本理念】 
災害に強い 

むらづくり 
 

【基本方針】 
１ 「防災ひと・む
らづくり」 

２ 「防災拠点の防
災機能強化」 

３ 「防災関連施設
の整備」 

 
◇施策 

方針１「防災ひと・
むらづくり」 
１）防災ひとづく
り 
２）防災むらづく
り 

方針２「防災拠点の
防災機能強化」 
１）役場庁舎の防

災機能強化 
重点施策１： 

（仮称）防災
センターの設
置 

２）指定緊急避難
場所の整備 

重点施策２： 
指定緊急避難
場所の防災機
能強化 

３）その他の公共
施設等の防災
機能強化 

方針３「防災関連施
設の整備」 
１）防災ヘリポー

トの整備 
重点施策３： 

防災ヘリポー
トと中央備蓄
倉庫・物資供
給拠点等の整
備 

２）中央備蓄倉庫・
物資供給拠点
等 

３）防災無線の更
新 

重点施策４： 
防災無線のデ
ジタル化 

４）避難路の整備 
（村が管理する
道路の整備） 

５）国・県との連携 
 

【基本方針】 
ア 安全で安心でき
るまちづくり 

イ 生涯をとおして
学べるまちづく
り 

ウ 健康で充実した
福祉のまちづく
り 

エ  文化を大切に
し、地域資源を活
かした、活力ある
まちづくり 

オ 持続可能なまち
の行政財運営 

 
【公共交通に関する 

内容】 
５ 交通施設の整
備、交通手段の確
保 

⑧地域公共交通の
要である地域の
鉄道や路線バス
が維持できるよ
う支援します。ま
た、本町が運営し
ている乗り合い
タクシーの運行
及びその拡充等
を図り交通が不
便な地域住民の
利便性の向上を
図ります。 

【基本方針】 
・恵まれた地域資源
を生かしながら
個性豊かな活力
ある町づくりを
目指す。 

・歴史的文化資源や
恵まれた自然環
境を生かし、それ
らと共生する新
たな多自然居住
地域の創造に向
けた施策を展開
する。 

・都市からの移住を
促すことをはじ
め、周辺地域とも
多様な連携・交流
を深め、住民と行
政の協働による
施策を展開する。 

 
【公共交通に関する 

内容】 
５ 交通施設の整備、
交通手段の確保 

◇対策 
・「人吉・球磨地域公
共交通網形成計
画」に沿った公共
交通機関の広域
的な取り組みを
行うとともに、く
ま川鉄道の復旧
に向けて人吉・球
磨公共交通活性
化協議会やくま
川鉄道再生協議
会と連携しなが
ら推進する。 

・買い物、通院など
の移動手段の確
保が困難な方々
のニーズを把握
し、対策の検討を
引き続き行う。 

・生活路線バスやく
ま川鉄道などを
含む公共交通機
関の「人吉・球磨
地域公共交通網
形成計画」に沿っ
た広域的な取り
組みを行うとと
もに、交通弱者対
策としての公共
交通の整備、利用
しやすい移動手
段の確保を進め
る。 

 

【基本方針】 
ア 環境・自然保
護・景観に配慮し
た村づくり 

イ 地域資源を活か
した活力ある産
業づくり 

ウ 高齢化対策 
エ 若者対策、定住
促進対策 

オ 交流・連携を活
かした村づくり 

カ 住民参加による
村づくり 

キ 計画的・効率的
な行財政運用 

 
【公共交通に関する 

内容】 
５ 交通施設の整
備、交通手段の確
保 

◇対策 
・民間で運営して
いた路線バスに
おいて、バス路線
の再編に伴い、役
場から江代地区
までの区間が廃
止となったため、
村単独によりコ
ミュニティバス
の運行の委託を
おこなっている。 

・また、バス停まで
の距離が遠い高
齢者や障がい者
については、設定
された区間の範
囲内でのタクシ
ー料金の助成を
行っており、継続
して高齢者の移
動手段の確保を
行っていく。 

 
◇具体的な事業 
・地方バス路線運
行対策事業 

・地域公共交通活
性化事業 

・高齢者等タクシ
ー利用助成事業 



相良村 五木村 山江村 球磨村 あさぎり町 
相良村過疎地域持
続的発展計画 

五木村過疎地域持
続的発展計画 

山江村過疎地域持
続的発展計画 

球磨村過疎地域持
続的発展計画 

あさぎり町過疎地
域持続的発展計画 

令和３年度～ 
 令和７年度 

令和３年度～ 
 令和７年度 

令和３年度～ 
 令和７年度 

令和３年度～ 
 令和７年度 

令和３年度～ 
 令和７年度 

【基本方針】 
ア 重点施策 
イ 地域の特性を活
かした産業振興 

ウ 土地利用及び施
設整備 

エ 美しい景観を活
かしたツーリズ
ム、地域文化の振
興等による個性
豊かな地域づく
り 

オ 基本方針決定に
ついて住民以降
の把握と施策の
実施に対する住
民参加の確保 

カ 防災対策の推進 
 

【公共交通に関する 
内容】 

５ 交通施設の整
備、交通手段の確
保 

イ 地域公共交通
に関しては、利用状
況や利用者のニー
ズ等を把握し地域
の様々な関係者と
連携及び協力する
ことで、地域の実情
に応じた公共交通
サービスの提供や
人吉球磨地域公共
交通計画策定を通
じた持続可能な公
共交通ネットワー
クの形成を実現す
る。 
村が運行してい

る相良村地域公共
交通計画に示して
いる予約型乗合タ
クシー事業につい
ては、登録及び利用
者は年々増加して
いるが、さらなる利
便性向上のため、利
用者の動向を把握
し、運行形態も含め
た改善を目指す。 
 

【基本方針】 
・「五木の子守唄」
と”山・川・里の恵
み”を活用し、観
光入込客の増大
につなげる 

・第一次産業と観
光産業との連携
を強化 

・景観の保全と整
備を図る 

・観光を中心とす
る活性化を図る 

・自立した地域づ
くり 

 
【公共交通に関する 

内容】 
５ 交通施設の整
備、交通手段の確
保 

◇対策 
・近隣自治体と協
力して路線を維
持し、それ以外に
ついてはコミュ
ニティバス等の
運行により利便
性を確保し、高齢
者層の生活ニー
ズに即した整備
を図る。 

・コミュニティバ
ス等については、
デマンド交通に
ついても検討し
ていく。 

・タクシー事業者
のデマンド交通
の検討を踏まえ、
村内駐在の必要
性を検討。 

・くま川鉄道に対
しては、支援に向
けた予算の確保
を図る。 

 
 
 
 

【基本方針】 
１ むらの活力につ

ながる雇用づく

り 
２ 移住・定住の促

進 
３ 結婚・出産・子育

ての希望をかな

え、笑顔のたえな

いむらづくり 
４ 安心な暮らしを

実現するむらづ

くり 
 

【公共交通に関する 
内容】 

５ 交通施設の整

備、交通手段の確

保 
◇対策 

・安心して暮らせ

る地域づくりを

支える基盤とし

て、また地域内交

流や観光需要へ

の柔軟な対応・利

便性向上を図る

手段として、まる

おか号の運行を

継続していく 
・利用者の多くを

占めている高齢

者や障がい者の

方々が利用しや

すい予約方法や

利用方法等につ

いて検討する 

【基本方針】 
（１）地域資源を活
かした「しごと」
づくりによる持
続可能な地域経
済活動の実現 

（２）移住・定住の
促進による「ひ
と」の流れづくり
による人材の確
保と育成 

（３）若い世代の希
望をかなえる「む
ら」づくりによる
地域の持続的発
展の実現 

（４）村民皆が活躍
し幸福を感じる
「むら」づくりに
よる安全安心な
暮らしの確保 

 
【公共交通に関する 

内容】 
第５ 交通施設の
整備、交通手段の
確保 

・JR 肥薩線、コミ
ュニティバスな
ど公共交通機関
の役割は大きく、
存続を含め、村民
の利便性を考慮
した運行につい
て関係機関と協
議しその対策を
講じる。 

・特に JR 肥薩線に
ついては、廃線と
ならないように
JR へ強く要望し
ていく。 

・また、住民や交通
弱者がその地域
で安心して生活
できるよう、公共
交通網の整備を
さらに図る必要
がある。 

・ただし、公共交通
については、地域
別・交通手段別に
検討していくだ
けでなく、各交通
手段の総合的な
再構築・再編成に
ついても検討す
る。 

【基本方針】 
①人口減少を和ら
げる（若者が活躍
するまち） 

②新しい時代の流
れを力にする（豊
かなまち） 

③全ての町民が生
きがいを感じ、安
心安全で豊かな
生活を送れる（幸
せを感じるまち） 

 
【公共交通に関する 

内容】 
５ 交通施設の整
備、交通手段の確
保 

・地域公共交通の
あり方や利用者
増への対策につ
いては、あさぎり
町地域公共交通
会議や人吉球磨
地域公共交通活
性化協議会など
広域的に連携し
ながら検討して
いきます。 

・路線バスについ
ては、他の公共交
通機関との接続
性を高め、さらな
る利用促進を行
うとともに、街が
運行しているデ
マンド交通の乗
降場を路線バス
の乗降場の近く
に設定するなど、
相互に補完する
取り組みを図り
ます。 

・デマンド交通事
業については、先
述の乗降場の設
置箇所の見直し
も含めて、町外に
立地する医療機
関（公立多良木病
院）に直接乗り入
れができるよう
関係者と協議を
行っており、早期
の実現を目指し
ます。 



人吉球磨豪雨被災地観光復興戦略 

令和 3 年度～令和 5 年度 

【観光復興への取組みの方向性】 

１ 復興に向けた観光資源の柱 

（１）まち並み・伝統工芸・おもてなし文化 

（２）さまざまなアクティビティと自然が生み出す食文化 

（３）温泉と地元の営み人吉 

２ 復興の取組みの方向性 

（１）豊かな資源を生かした球磨川ゆかりの新たなツーリズムの創造 

（２）まち並みや地域の資源を生かした宿泊を促す観光コンテンツの充実 

（３）伝統や文化と IoT を融合したスマート観光の推進 

 

【戦略テーマと具体的な取組み】 

１ グリーンリバーパーク戦略 

①球磨川くだりと球泉洞の再興 

②新たな急流アクティビティの導入 

③旅行者が清流の豊かさを感じられる環境の確保 

④サイクルツーリズムの推進 

⑤恵まれた泉質（温泉）と豊富な食を組み合わせたウェルネスツーリズムの推進 

⑥防災を学ぶ教育旅行誘致 

 

２ ファミリーナイトパーク戦略 

①令和・IT 時代だからこそ新しく感

じる相良文化・城下町を意識した

まち並み（景観） や商店街の賑わ

いの復活 

②高齢者から子供まで安心して楽し

める夜市やまち歩きメニュー等、

夜型コンテンツの開発 

③球磨焼酎をはじめとする特産品の

ブランディング 

④思わず泊まりたくなる、歩きたく

なる上質な“まち灯り”の整備 

⑤アニメツーリズムの展開 

 

３ スマートツーリズム戦略 

①子供も大人も安心して楽しむ IoT

おもてなし 

②欲しい人に、欲しいタイミングで、

欲しい情報を提供する旅ナカデジ

タルマーケティングの導入 

③コンパクトなまち並みに合わせた

周遊バスやデマンド交通の導入 

④観光地で仕事ができるデジタル環

境の整備 

  



熊本県地域公共交通計画 

令和 3 年度～令和 7 年度 

【目指すべき将来像】 
「新しいくまもと」の創造に資する県内各地域の実情に応じた公共交通網の構築 
 
 
 

  



人吉球磨地域は、南九州三県都（熊本市、宮崎市、鹿児島市）のほぼ中心部に当たり、東南を宮

崎県、南を鹿児島県と境し、熊本県の東南端に位置する「人吉盆地」一帯となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 人吉球磨地域の位置 



人吉球磨地域は、総面積1,536.57㎢で、うち森林面積は全体の約80%を占めています。地勢は、

九州中央山地の脊梁を成す山々と日本三急流の一つである球磨川水系が作り出した平地とによって成

り、典型的な盆地を形成しています。 

気候は、人吉地方を中心とした内陸的な気候と山地型の気候となっており、平均気温は 13～15℃、

年間降水量 2,706mm（人吉観測所、2021 年）と多く、その豊富な雨水が大地を潤しています。 

また、地形上から気温差が大きいため、霧の発生数が多くなっています。 

 

 
図 人吉球磨地域の地勢 

 

  



◆ 総人口は、令和 2 年国勢調査において、人吉球磨地域全体で約 81,500 人となっています。 

◆ 平成 27 年から令和 2 年の 5 年間では、各市町村で人口が減少しており、特に、令和 2 年 7 月豪

雨災害の影響から球磨村では 3 割以上減少しています。 

◆ 総人口は、地域全体で見た場合、過去 10 年間で約 2 割減少しており、熊本県平均と比較して人

口減少が著しい状況です。 

 

 

図 市町村別の人口動向 

資料:Ｒ２国勢調査 

 

 

図 総人口の推移 

資料:国勢調査 
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◆ 15 歳未満人口は、地域全体で見た場合、過去 10 年間で約 2 割減少しており、熊本県平均と比

較して減少が著しい状況です。市町村別では、平成 22 年と比較して約 1～5 割減少しており、特に

球磨村では約 5 割減少するなど、少子化の進展が著しいです。 

◆ 65 歳以上人口は、過去 10 年間で約 1 割増加しています。市町村別では、水上村、五木村、球磨

村を除き平成 22 年と比較して増加しており、特に錦町では２割以上増加しています。 

 

 

 

図 15 歳未満人口の推移 

 

 

 

図 65 歳以上人口の推移 

資料:国勢調査 
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◆ 65 歳以上の高齢化率は、地域全体で約 39%となっており、熊本県平均よりも高齢化の進展が著し

い状況です。 

◆ 市町村別に見ると、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、球磨村で高齢化率が 40%以

上となっています。 

 

 

 
図 高齢化率の推移 

資料:国勢調査 

◆ 世帯数は、地域全体で減少傾向となっています。 

◆ 市町村別にみると、錦町では微増となっていますが、その他市町村では減少しており、特に球磨村では

過去 10 年間で約 3 割減少しています。 

 

 

 

図 世帯数の推移 

資料:国勢調査 
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◆ 世帯構成員は、人吉市や五木村では 1 人世帯が 30%以上となっており、高齢者の単独世帯が多

いことが伺えます。 

◆ その他市町村においても20%以上となっており、少子高齢社会の進展に伴い、将来的には高齢者単

独世帯の増加が懸念される状況です。 

 

 

図 世帯構成員の状況 

資料:R2 国勢調査 
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◆ 人口は主に路線バス沿線に多く分布しており、JR 九州肥薩線やくま川鉄道沿線よりも人口が多い状

況です。 

◆ また、幹線道路に接続している道路沿線など、人口が広域にわたって分布していますが、人口密度は

低い状況です。 

 

 
図 総人口の分布（H27） 

資料:国勢調査（500m メッシュ） 

  



◆ 将来人口推計は、地域全体で見た場合、令和 22 年時点において令和 2 年と比較して約 3 割減

少すると予測されており、熊本県平均と比較して減少傾向が顕著です。 

◆ 市町村別に見た場合、全体的に約 2～４割減少すると予測されており、特に五木村や球磨村では 5

割以上減少するという予測となっています。 

 

 

 

図 将来人口の推移 

資料:H27 国勢調査を基にした地域別将来人口推計結果 

 

  

図 15 歳未満人口の推移 図 65 歳以上人口の推移 

資料:H27 国勢調査を基にした地域別将来人口推計結果 
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◆ 将来人口の年齢 3 区分別構成では、地域全体で見た場合、令和 2 年時点で 65 歳以上人口が

約 39%、15 歳未満人口が約 13%であったのに対して、約 20 年後の令和 22 年においては 65 歳

以上人口が約 45%、15 歳未満人口が約 11%と予測されており、特に高齢化の進展が熊本県平

均と比較して著しい状況です。 

 

 

図 人吉球磨地域の年齢 3 区分別構成の将来推計 

 

図 熊本県平均の年齢 3 区分別構成の将来推計 

資料:R2 は国勢調査、R7 以降は日本の地域別将来推計人口 
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